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７月の予定　　子育て支援センター

主な内容
・子育て支援センター
・アルバイト登録
・献血
・社会を明るくする合同学習会

  　７月 ２日(月)　　一時保育・リフレッシュ指定日

　  　　　５日(木)　　すくすく広場/おはなし会

　　　  　５日(木)　　園庭開放

 　　　　 ７日(土)　　園庭開放

　　　  １１日(水)　　園庭開放

　　　　１４日(土)　　なつまつり(園行事へ参加･申込制)

　　　　１８日(水)　　すくすく広場/水あそび

　　　　２０日(金)　　園庭開放

　　　　２１日(土)　　園庭開放

　　　　２５日(水)　　すくすく広場/誕生会・水あそび

　　　　２６日(木)　　一時保育・リフレッシュ指定日

　　　　２８日(土)　　園庭開放

　

時間　　午前１０時から

　　　　(一時保育は午前８時３０分～午後４時３０分)

場所　　和束保育園

問合せ先　子育て支援センター(和束保育園内)

　　　　　　　　             　　  　　　　℡　７８－２１５６

☆その他　　各自必要なものはお持ちください。

エンジェル広場

　生後０ヶ月～就園までのお子さんと保護者を対

象に実施している広場です。お子さんのことや育

児のことなどについてお話ししませんか。ベビー

マッサージやクラフト作りもしています。

　ぜひ一度遊びに来てください。

日　時　　７月１３日（金）  午前１０時～１２時

場　所　　社会福祉センター  相談室・老人室

             暑いので、水筒(お茶)、タオルを持って

　　　　　　きてください。

講　師  　あかい とみこ さん

　

問合せ先　福祉課 健康係

                  ℡　７８－３００１

 ☆★時間内であればいつでも

                             のぞきに来てください★☆

(レクリエーション・コーディネーター)

平成２４年度アルバイト登録

随時受付のお知らせ

　役場や町の公共施設でアルバイト（臨時職員）を雇用する場合は、アルバイト登録をした人の
中から採用しています。登録は年度をとおして受け付けていますので、希望される人は必要書類
等を添えて臨時職員登録申込書を提出してください。
　（※登録は雇用を約束するものではありません。）

【必要書類】
　・臨時職員登録申込書（役場総務課にあります）
　・履歴書（市販のものに住所・氏名・最終学歴・職歴・資格免許等を記入し、写真を貼付）
　・身体障害者手帳をお持ちの人は、その写し
　・資格が必要な職種については、その免許の写し
【職種】（時給）
　①役場一般事務の補助業務（８２５円）　　 ②公共料金等の滞納整理業務（８２５円）
　③レセプト点検業務（８８５円）　　　　　　　　④保育所等の保育業務（８８５円）
　⑤診療所等の看護業務（１，０７０円～）　　⑥いきいきこども館や児童クラブの指導員の業務(８２５円）
　⑦運転業務（１，０２０円～）　　　　　　　　　 ⑧調理業務（８２５円）
　⑨その他

　　　　※登録の際に、希望される職種や勤務条件についてお聞かせください。
　　　　※臨時職員登録申込書は、町のホームページからもダウンロードできます。
　　　　※７０歳以上の人は雇用することはできませんのでご注意ください。
　
【申込・問合せ先】　　　　総務課　℡ ７８－３００１

①
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  食中毒は飲食物を口にしたときに､体の中に取り込まれた細菌
や有害な物質が原因となって起こる急性の健康被害のことをさ
します。
吐き気や腹痛､下痢などが食中毒の代表的な症状です。
特に夏場は細菌の繁殖にとって条件がよいことや､食品を加熱せ
ずに口にする機会が多いことなどから食中毒が多発します。

 　 ◆食中毒予防のポイント
 

① 生ものは特に危険
　　感染源となる食品の多くは魚介類・肉類・卵などです。
　　体調の悪いときや食品が新鮮ではないときは生食を控え加熱しましょう。

②　生鮮食品はできるだけ低温保存
　　細菌が増えるのを防ぐためには低温冷蔵が基本です。
　　生鮮食品を買ってきたらできるだけ早くたべるかすぐ低温冷蔵するよう
　　こころがけましょう。

③ 傷のある手で調理しない
　　傷口にいる黄色ブドウ球菌は食中毒の原因
　　手に傷がある場合は調理をしないようにしましょう。

④ 冷蔵庫の過信は禁物
　　細菌は１０度をこえると増えやすくなります。
　　冷蔵庫にものをいっぱいつめこんだりドアの開け閉めを頻繁にしたりすると
　　庫内の温度が上がってしまいます。

⑤ 調理したら短時間で食べましょう。
　　最近は時間がたつほど増えます。食べる分だけ調理し、調理したらすぐ
　　食べましょう。

⑥ まな板や調理器具は清潔に
　　肉や魚に使うものと野菜に使うもの、下ごしらえに使うものと調理済み
　　食品に物に使うものは、分けるほうがいいでしょう。一つの食品につい
　　ていた細菌が他の食品についてしまうのを防ぐことができます。

⑦ 手洗いはしっかりと
　　手は石鹸をつけてしっかり洗います。流水でしっかりと汚れを
　　落としましょう。

②
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～あなたのやさしさ待っています～

献血にご協力を

日　時　　　8月1日(水)

　 　　　　　　１０時３０分～１１時３０分

　 　　　　　　１２時３０分～１５時

場　所　　　社会福祉センター

【献血のできる人】

　１６歳から６９歳までの健康な人

　　（６５歳以上の方は、６０歳～６４歳までに

　　　　献血された人）

　

　◎より安全な血液を確保するために、問診項

　　　目が多くなっています。また、身分証明書

　　　等の提示をお願いし本人確認させていた

　　　だく場合がありますのでご理解とご協力を

　　　お願いします。

　

【問合せ先】

　　福祉課　TEL78-3001　(内線254)

第６２回社会を明るくする運動
第１８回和束町書道展　-作品募集のお知らせ-

社会を明るくする運動の趣旨にあった書道作品を募集しています。

＊ 作品点数　　  １人１点
＊ 参加対象　　　和束町在住の小学校４年生以上の人
　　　　　　　　　　　及び在勤の人
＊ 作品内容　　　課題（標語）は社会を明るくする内容のもの
　　　　　　　　　　　　(例)
　　　　　　　　　　　　　笑顔・交流・友情・明るい町・感謝の心など
＊ 提 出 先   　　役場税住民課
＊ 締 切  り  　　 ９月１５日（月）
＊ 展     示　   　「第２８回和束町少年の主張大会」の開催に
　　　　　　　　    　あわせて公共施設に展示します。

【問合せ先】　税住民課　℡７８－３００１（内線２１２）

「社会を明るくする運動」は、全て
の国民が犯罪や非行の防止と罪
を犯した人たちの更生について理
解を深め、それぞれの立場におい
て力を合わせ、犯罪のない明るい
社会を築こうとする全国的な運動
です。

社会を明るくする運動

町民合同学習会

献血は小さな
ボランティアです

日　時　　７月２１日（土）午後１時３０分～

場　所　　和束町社会福祉センター大ホール

テーマ　　地域社会や家庭に何が起きているのか

　　　　　　―非行や犯罪に負けない

　　　　　　　　　　　　　　　青少年の心を育てる―

内　容　・広報映画

　　　　　　 「ロスト」～大切なものをなくさないで～

　　　　　・講演「子育てと地域社会」

 　　　　　　講師　前和束小学校長

　　　　　　　　　　　籠嶋　利幸　さん

　　入場は無料で、申し込みも不要です。

　　子どもたちの明るい未来のためぜひご参加

　　ください。

【問合せ先】

　　税住民課　TEL　７８－３００１（内線２１２）

③
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プールを一般開放します
  健康づくりにスイミングや水中ウォーキング
  みなさんご利用ください

◆日程◆
     実施期間：７月２１日（土）～８月３1日（金）
     実施曜日：日曜日・月曜日・水曜日・金曜日・土曜日
     実施時間：午後１時３０分～午後４時００分まで

◆使用料◆
     町内：幼児　５０円　小中学生　１００円　大人　１５０円
     町外：幼児　８０円　小中学生　１５０円　大人　２００円

◆注意事項◆
 ※ 気象状況・水温・その他により臨時に中止する場合があります。
　  （中止する場合は、海洋センター前に中止の看板を立てます。）
　 　中止のお問い合わせは、下記までお願いします。
 ※ 小学３年生までは、保護者同伴を原則とします。
 
◆中止等の問合せ先◆
　   平日は、和束Ｂ＆Ｇ海洋センター　℡　７８－２９７７
   　土曜・日曜日は、役場　℡　７８－３００１

夏の交通事故防止府民運動
～歩行者に 気遣う心で 事故はなし～
運動重点
◆子どもと高齢者の交通事故防止
◆自転車の安全な利用促進
◆悪質・危険運転の追放
◆シートベルト・チャイルドシートの

　正しい着用・使用の徹底
京都府木津警察署・和束町交通安全対策協議会

７月７日は川の日です
～きれいな和束川をいつまでも～

７月７日を川の日と制定した理由は・・・

【１】 ７月７日は七夕伝説の「天の川」
　　　のイメージがあること
【２】 ７月が河川愛護月間であること
【３】 季節的に水に親しみやすいこと

蛍の飛び交う美しい川であるよう、

ごみなど

すてないようにしましょう。

④
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平成24年度耐震診断・耐震改修の受付を開始します

　和束町では、地震による木造住宅の倒壊等を防止し、災害に強い安心・安全なまちづく
りの推進を図るため「耐震診断士派遣事業」と「耐震改修事業費補助」の申し込みの受付
を開始します。

受付期間　７月２日（月）～７月３１日（火）

◎耐震診断士派遣事業
▼支援内容
京都府に登録されている耐震診断士を町が派遣し、費用の一部を負担するものです。ただし、個
人負担として３，０００円が必要となります。

▼対象となる住宅
次のすべての要件を満たす木造の住宅（一戸建て、長屋建てなど）
①昭和56（1981）年5月31日以前に着工し、完成しているもの
②延べ面積の半分以上が住宅として使用されているもの
③増改築などにあたって、改めて法改正後の新基準による審査を受けていないもの
以下のいずれかの構法で建築されているもの（国土交通省監修「木造住宅の耐震診断と補強方
法」に定められた一般診断法の対象となるもの）
　・「在来軸組構法」…柱や梁といった軸組で建物を支える工法
　・「伝統的構法」…径140ミリメートル以上の太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする工法
　・「枠組壁工法」…フレーム状の木材に構造用合板を打ち付け、壁や床で建物を支える工法
    (ツーバイフォー工法）

▼対象者と募集件数
住宅を自ら所有する人、もしくは居住している人。
募集件数は１０件（多数の応募があったときは抽選となります）

▼その他（必要書類）
建築確認通知書、建物登記簿謄本、固定資産税評価証明書等
の写しが必要。

◎耐震改修事業費補助
▼支援内容
耐震改修工事とその設計にかかる費用の4分の3（工事と設計を合わせて上限90万円）
を限度として、耐震改修に係る工事費を補助する制度です。

▼対象となる住宅
①昭和５６年５月３１日までに着工し現に完成した木造住宅。
②床面積の半分以上を住宅として使用していること。
③京都府に登録されている耐震診断士が、(財)日本建築協会が定めた「木造住宅耐震診
断と補強方法」に定める一般診断法・精密診断法での診断結果の評点が「1.0未満」と判定された
木造住宅。
④耐震改修工事後の評点が「１．０以上」と判定される工事を行うものであること。
　（ただし、建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合は、評点０．７以上に向上させるもの
と、１階部分の評点のみを向上させるものも可）
⑤建築士が改修の計画を立て、改修工事の監理を行うものであること。
⑥町税等を滞納していない人。
【問い合せ先】　総務課　℡78-3001(内線316)

⑤
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７月１０日は「府民防犯の日」です

　京都府では、京都府犯罪のない安心・安全なま
ちづくり条例において、府民の防犯意識の向上と
府民参加の取組による犯罪を発生させない環境
づくりを推進するため、毎年7月10日を「府民防犯
の日」と定めています。
　また、市町村および府民等と連携及び協力をし
て、府民防犯の日から10日間において、犯罪のな
い安心・安全なまちづくりの機運を醸成するための
活動を集中的に実施することとしています。

◎府民防犯の日
　　7月10日(火)

◎府民防犯旬間
　　7月10日(火)～19日(木)　10日間

府民一人ひとりが安全で安心して暮らしていける
まちづくりを推進し、府民防犯の日を機に地域の
防犯活動をさらに活性化し、｢安心・安全なまちづく
り｣をめざしていきましょう。

海の緊急事態は「118番」通報を

海の緊急事態は「118番」通報を
夏は海の季節です。
夏は、海水浴、海釣り、小型船舶(水上バイ
ク)による事故が急増します。
海は穏やかに見えていても、高波が急に
襲ってくることがあります。
万一に備えて
ライフジャケットの着用
防水バックに入れた携帯電話の携行をお願
いします。
人命に関わる海の緊急事態は迷わず「118
番」通報をお願いします。
海上保安庁

ハーブの吸引は大変危険です

～「合法ハーブ」と称して販売されている製
品の吸引等は、大変危険です～
　
　4月20日、横浜市西区において、因果関係
はまだわかっていないものの、「合法ハーブ」
として売られている製品を吸引した男性が、
死亡する事件や大阪・ミナミの繁華街で６月
１日、軽乗用車が歩道に乗り上げ２人が軽
傷を負う大きな事件が発生しました。

　合法ハーブ・脱法ハーブとは 　「合法ハー
ブ」「クリーナー」「芳香剤」「お香」などと称し
て販売されています。麻薬や覚せい剤など
のように幻覚を感じる、興奮する、酒に酔っ
たようになり、中枢神経系に作用し、最悪の
場合死亡することもあります。
　いわゆる「合法ハーブ」（脱法ドラッグ）につ
いては、自分で使用することや所持すること
自体は法律違反とはならないものの、人体
に対する影響が大きいため、自分自身の生
命を守るためにも、これらの商品は絶対に使
用しないでください。
京都府山城南保健所　　　℡72-0208

サマージャンボ宝くじ
2000万サマー発売

１等賞金が４億円と昨年の２倍
発売期間　７月９日（月）から７月２７日（金）まで
発売場所　全国の宝くじ売場
※通信販売でも購入できます。
　抽選日　８月７日（火）
◎この宝くじの収益金は市町村の明るいまち
づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民
の福祉向上のために使われます。

迷惑駐車はやめましょう

　「車から離れていないから・・・」

　「ちょっとだけだから・・・」

　　　　　「なんて思っていませんか」

◎迷惑駐車には多くの危険が潜んでいます。

　・駐車車両によって歩行者や自転車が車道に

　　はみ出し巻き込まれる交通事故。

　・駐車車両の直前直後の横断による交通事故。

　

◎横断歩道や交差点周辺は・・・

　　『横断歩道、交差点内、その前後5メートル

　　以内は駐車も停車もできません。

　　　車に乗っていても駐車違反となり、

　　　　車の死角が重大事故の原因となります。』

※特に、通学路における迷惑駐車は、他のドライ

　　バーからの死角になり大変危険ですので迷

　　惑駐車は絶対しないようにしましょう。

　「その駐車あなたはよくても

　　　　　　　　　　　　　　　みんなが困る」

和束町交通安全対策協議会・京都府木津警察署

⑥
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◆　受験講習日・場所

　　　　１１月４日(日)

　　　　　京都ＪＡ会館〈京都市〉

◆　認定試験日・場所

　　　　１１月１１日(日)

　　　　　京都ＪＡ会館〈京都市〉

◆　講習実施日・場所
　　　　・１０月１２日(金)
　　　　　京都JA会館〈京都市〉

◆　受験･受講受付期間　　　７月２日(月)～７月１７日(火)

◆　受験・受講手数料　　　　 １０，０００円

　平成２４年度の下水道排水設備工事責任技術者の認定試験及び更新講習が次の日程
で行われます。希望者は期間内に必要な手続きを行ってください。

　宅内の下水道排水設備工事を行う場合、工事業者登録とともに責任技術者が専任している
ことが必要となります。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問い合せ先】建設事業課 上下水道係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡　７８－３００１（内線244）

  熱中症は、高温の場所などで体温調節機能が働かなくなり、体の水分・塩分など
のバランスが崩れた状態で、死に至る可能性もあります。運動時だけでなく、日常
でも注意が必要です。適切な予防と、症状・応急処置を覚えておきましょう。

熱中症予防の５つのポイント
１．暑さを避ける（帽子・日傘を使用、日陰を歩く）
２．服装を工夫（吸水性の良い下着、襟元は緩く、黒い服は避ける）
３．こまめに水分補給（のどが渇く前に水分・塩分補給、アルコールは控える）
４．急に暑くなる日に注意
５．個人条件を考慮（脱水、朝食抜き、高齢、幼児）

熱中症になったときは
・めまい、立ちくらみ、大量の汗、こむら返り⇒初期の症状です。スポーツドリンク等
で水分・塩分を補給してください。
・頭痛、吐き気、体のだるさ、力が入らない⇒重症化し始めています。涼しいところで
足を高くして休み、水分・塩分を補給してください。
・けいれん、失神、呼びかけに対し反応がおかしい、まっすぐ歩けない、体に触ると熱
い⇒危険な状態です。すぐに救急車を呼び、救急隊到着まで氷などで体を冷やしてくだ
さい。
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16 月 中 1 水  

17 火 原山 2 木 園
別所

18 水 白栖 3 金

19 木  4 土  

20 金 門前 5 日

21 土 6 月 中

22 日 7 火 東
別陽

23 月 8 水

24 火 9 木 釜塚
下島

25 水 10 金 南
撰原

26 木 11 土 石寺

27 金 12 日  

28 土 13 月  

29 日 14 火 杣田

30 月 15 水 白栖

31 火

園庭開放(支援セ/10:00～)

こども館体験学習(滋賀県/8:00～)
一時保育･リフレッシュ指定日
　　　(支援セ/8:30～)
図書室夜間貸出(～20:00)

消防操法京都府大会
　　(丹波自然公園/9:30～)

無料交通事故相談
　　(木津総合庁舎/9:00～)
楽しくスリム運動教室(社セ/13:30～)
ころばん塾【一次予防】(老福セ)

消防操法相楽大会(南山城村/9:00～)

 一時保育･リフレッシュ指定日
　　　(支援セ/8:30～)
楽しくスリム運動教室(社セ/13:30～)
ころばん塾【一次予防】(老福セ)
共同浴場無料開放日

 

瓶原大橋開通式(10:00～)
乳児相談(社セ/13:15～)
犬･猫引取り
　　山城南保健所(9:00～10:30)
証明書発行業務時間延長
          (税住民課/～19:00)

夏の交通安全街頭啓発
　　(白栖橋交差点/7:30～)

すくすく広場(支援セ/10:00～)
相楽消費生活センター巡回相談
　　　(役場西別館/13:30～16:00)
ころばん塾【二次予防】(老福セ)

 

園庭開放(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
     (保育園/10:00～12:00)

園庭開放(支援セ/10:00～)

犬･猫引取り
　　山城南保健所(9:00～10:30)
1歳6ケ月児健診(社セ/13:00～)

園庭開放(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
     (保育園/10:00～12:00)

人権街頭啓発(白栖橋/7:30～)
人権相談(ふセ/9:00～)
図書室夜間貸出(～20:00)

図書室夜間貸出(～20:00)

行事案内

7月 ８月

園庭開放(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
     (保育園/10:00～12:00)

すくすく広場(支援セ/10:00～)
相楽消費生活センター巡回相談
　　　(役場西別館/13:30～16:00)
ころばん塾【二次予防】(老福セ)

犬･猫引取り
　　山城南保健所(9:00～10:30)

マザーズ＆キッズ(福祉セ/10:00～)
ころばん塾【一次予防】(老福セ)

海の日

献血(社セ/10:30～15:00)
すくすく広場(支援セ/10:00～)
相楽消費生活センター巡回相談
　　　(役場西別館/13:30～16:00)
ころばん塾【二次予防】(老福セ)
園庭開放(支援セ/10:00～)
マザーズ＆キッズ(福祉セ/10:00～)
ころばん塾【一次予防】(老福セ)

くらしのカレンダー

すくすく広場(支援セ/10:00～)
相楽消費生活センター巡回相談
　　　(役場西別館/13:30～16:00)
ころばん塾【二次予防】(老福セ)

相楽消費生活センター巡回相談
　　　(役場西別館/13:30～16:00)

犬･猫引取り
　　山城南保健所(9:00～10:30)
園庭開放(支援セ/10:00～)
証明書発行業務時間延長
          (税住民課/～19:00)

園庭開放(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
     (保育園/10:00～12:00)
映画鑑賞会(こども館/13:30～)

　

　

犬･猫引取り
　　山城南保健所(9:00～10:30)

行事案内

　開室時間
　午前　 　　９：３０～１２：００
　午後　 　１３：００～１６：３０
　昼休み　１２：００～１３：００

　体験交流センター図書室開室日
　貸出　水、金、土、日
　閲覧　木
　休室　月、火
　※夏休み期間中毎週金曜日
　　　夜間貸出日(～20：00)

(時間は24時間表示です)
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古紙回収略称
別陽・・・別所陽光台 ⑧
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